
 

標準現場説明書 

 

第１ 一般事項 

１ 入札（又は見積書の提出）について 

(1) この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、一般競争入札の公告、 

指名通知書（見積依頼書を含む。）、図面、仕様書、入札心得書（又は見積心 

得書）、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書（又 

は見積書）を提出するものとする。 

(2) この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公 

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行 

ってはならない。 

２ 契約の保証について 

(1) 落札者（又は契約の相手方）は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下 

のいずれかの書類を提出しなければならない。 

ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 

(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができる者は、銀行等又は公共工事の前払金保証 

事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保 

証事業会社（以下「金融機関等」という。）とする。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊宮古島駐屯地 

第４４４会計隊長 藤 澤 竹 広】」と記載されるように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金 

の支払いであること。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載 

される工事名が記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 

(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６月以上確保されるも 

のとする。 

(ｸ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更 

する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｹ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等か 

ら支払われた保託金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属す 

る。 

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 

収する。 

(ｺ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等 

から保証書 

（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返 

還するものとする。 

イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行 



を保証する保証である。 

(ｲ)  公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊宮古 

島駐屯地第４４４会計隊長 藤 澤 竹 広】」と記載されるように申し込む 

こと。 

(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記 

載される工事名が記載されるように申し込むこと。 

(ｴ)  保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札 

価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以 

上とする。 

(ｵ)  保証期間は、工期を含むものとすること。 

(ｶ)  請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更 

する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から 

支払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 

収する。 

(ｸ) 公共工事履行保証証券による保証を選択した場合は、工事完成後を除き、 

発注者は建設工事請負契約書第５条第１項ただし書きに規定する承諾をしな 

いものとする。 

ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券 

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約 

する保険である。 

(ｲ)  履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

(ｳ)  保険証券の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊宮古島駐屯地 

第４４４会計隊長 藤 澤 竹 広】」と記載されるように申し込むこと。 

(ｴ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記 

載される工事名が記載されるように申し込むこと。 

(ｵ)  保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札 

価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以 

上とする。 

(ｶ)  保険期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ)  請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについ 

ては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｸ)  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から 

支払われた保険金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴 

収する。 

(2)  前号の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険 

会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行 

保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用 

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって保険会社等が 

定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札 



者（又は契約の相手方）は当該証券を提出したものとみなす。 

当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされ 

た電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提 

供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲 

覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限 

り電子契約システムを介して提供すること。 

※ 電子証書等 

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する 

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の 

用に供されるものをいう。以下同じ。）により発行された証券をいう。 

※ 電子証書等閲覧サービス 

電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子 

計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社等が 

指定するものをいう。 

※ 契約情報 

電子証書等の保証契約番号をいう。 

※ 認証情報 

電子証書等の保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 

(3) 第１項の規定にかかわらず、契約金額が予算決算及び会計令第１００条の２第 

１項第１号の規定により、建設工事請負契約書の作成を省略することができる工 

事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 

４ 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について 

(1) 前払保証約款第７条の２に基づく被保証者（発注者）から保証事業会社に対す 

る通知は、建設工事請負契約書第３８条第４項に定めるところにより、受注者が 

直ちに行うものとする。 

(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行ったときは、その旨を発 

注者に対して通知するものとする。 

５ 建設工事請負契約書案について 

(1) 第１条関係（総則） 

ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責 

任において定める。 

イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

ウ 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により 

行わなければならない。 

(2) 第２条関係（関連工事の調整） 

受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力し 

なければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更 

又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。 

(3) 第６条関係（一括委任及び一括下請負の禁止） 

下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事１件として発注 

できるような場合及び工事の主体的な部分をとりまとめて他の１人の建設業者に 

下請負させるような場合についても本条に該当する。 



(4) 第７条関係（下請負人の通知） 

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場 

の担当責任者の氏名等を含む。 

(5) 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等） 

ア 第１項第２号に定める者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 

とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に３月以 

上の雇用関係にあるものをいう。 

イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す 

る者とする。 

ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること（専任）だけでなく、さら 

に作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していること 

を意味する。また、「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関 

し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、 

工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほ 

か、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。 

(6) 第１１条関係（履行報告） 

「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでな 

く、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。 

(7) 第１７条関係（工事用地の確保等） 

ア 「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれ 

る。 

イ 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 

(8) 第２０条関係（設計図書の変更） 

設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととす 

るが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づ 

く契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。 

(9) 第２１条関係（工事の中止） 

第３項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続 

行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴 

い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するた 

めに労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

(10) 第２７条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。） 

は、残工事の工期が２月以上ある場合に行う。 

イ 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形 

部分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して１４日以内 

で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が行う。この 

場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請 

求時の出来形部分に含めるものとする。 

ウ 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるお 

それのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。 

 



(11) 第３１条関係（不可抗力による損害） 

ア 第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい 

う。 

イ １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を 

超えるときは２０万円）に満たないものは、損害額に含めない。 

(12) 第３７条関係（前金払） 

ア 受注者は、請負代金額が１０００万円以上で、かつ、工期が１５０日以上の 

工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。 

また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その 

後においては変更することはできない。 

イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指 

定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したと 

きは、請負代金額の１０分の２以内の中間前金払の支払を請求することができ 

る。 

ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１（国庫債務負担行為に基づく 

契約にあっては、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、概ね 

工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面（現場搬入の検 

査済み材料を含む。）でも２分の１（国庫債務負担行為に基づく契約にあって 

は、当該年度の出来高予定額の２分の１）以上である場合に行うものとする。 

エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第１項中「１０分の４」 

を「１０分の２」に、第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の 

６」を「１０分の４」に、第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の 

３」に、「１０分の６」を「１０分の４」と読み替えるものとする。 

オ 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等 

閲覧サービス上にアップロードされた電子証書（電磁的記録により発行された 

保証証書をいう。以下同じ。）を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情 

報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報 

を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番 

号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。 

(13) 第３８条関係（保証契約の変更） 

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変 

更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額 

後の前払金額を下らないこと。 

(14) 第５６条関係（解除に伴う措置） 

ア 「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれ 

る。 

イ 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 

(15) 第５９条関係（契約不適合責任期間等） 

第１項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定 

めるものとし、原則として２年とする。ただし、設備機器本体等の当該期間は１ 

年とする。 

 



(16) 第６０条関係（火災保険等） 

建設工事請負契約書第６０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等 

に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。 

なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するも 

のとする。 

ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風 

災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金 

は原則として請負代金額とする。ただし、次に掲げる工事は、保険を付さない 

ことができる。 

なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげる 

ものではない。 

(ｱ) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事 

(ｲ) 建物の基礎工事及び外構工事 

イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額 

を担保するための保険（法定外の労災保険）を付保するものとする。 

ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後 

１４日とする。 

エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合 

は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 

オ 受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の写 

しを契約担当官等に提示しなければならない。 

(17) 第６４条関係（あっせん又は調停） 

建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交 

通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は 

当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 

なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会 

とする。 

６ 指導事項について 

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について 

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの 

合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任 

を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働 

者の雇用条件等の改善に努めること。 

(2) 建設工事の適正な施工の確保について 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請その他不適切な 

形態の下請契約を締結しないこと。 

イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 

ウ 建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければな 

らない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術 

力等を有する者（専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な 

雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合において、専任の監理技 

術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注 



者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 

エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 

(3) 労働福祉の改善等について 

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職 

  金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

(4) 建設業退職金共済制度について 

ア 受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入する 

とともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイント 

（以下「ポイント」という。）又は共済証紙（以下「証紙」という。）を購入す 

るとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請 

専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」とい 

う。）に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を、 

電子申請方式の場合は工事契約締結後４０日以内、証紙貼付方式の場合は工事 

契約締結後１か月以内に提出すること。ただし、ポイント購入が口座振替によ 

る場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速 

やかに提出すること。 

なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あら 

かじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面（電磁的記録に記 

録されたものを含む。以下同じ。）により申し出ること。 

ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合 

等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書 

を工事完成時までに提出すること。 

なお、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合にお 

いて、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により 

申し出ること。 

エ 建退共制度に加入していない受注者、ポイント若しくは証紙の購入又は機構 

への報告若しくは証紙の貼付が不十分な受注者は、指名等について考慮するこ 

とがある。 

オ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証 

紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 

カ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請負人に対して建退共制度の趣旨を 

説明し、下請負人が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係るポイント又 

は証紙をあわせて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に 

算入することにより、下請負人の建退共制度への加入及び掛金納付を促進する 

こと。 

キ 下請負人の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場 

合には、元請負人に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理 

を委託する方法もあるので、元請負人においてできる限り下請負人の事務の受 

託に務めること。 

ク 受注者は、機構から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場 

である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情が 



ある場合を除き、これに協力すること。 

ケ 受注者は、建退共制度について、建設キャリアアップシステムの活用等によ 

り技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、 

工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を工事監督官へ提出し、工事検査官 

に提示すること。 

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について 

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者 

等の利益を不当に害することのないようにすること。 

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に 

出入りすることのないようにすること。 

オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。 

カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優 

 先的に使用すること。 

キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化 

による運送免許の取得を促進するよう指導すること。 

ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるとき 

は、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。 

ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関 

する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な 

事故を発生させた者を排除すること。 

コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

(6) 分別解体等実施義務について 

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第 

１０４号）第９条第１項の規定による分別解体等をしなければならない。 

(7) 落札者（又は契約の相手方）は、建設業法第２０条の２第２項の規定に基づ  

き、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めると 

きは、落札決定（又は契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、付紙 

のとおり契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報 

と併せて通知すること。 

(8) 防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について（防経施第６９９３ 

号。２０．６．５）に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとす 

る。 

ア 下請等から暴力団を排除するための措置について 

暴力団員等は、下請等として使用しないこと。 

イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(ｱ) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当 

介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当 

介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力 

を行うこと。 

(ｲ) (ｱ)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合に 



は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

(ｳ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に 

遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

ウ 通報等義務を怠った場合の措置について 

(ｱ) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を 

怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起 

を行うものとする。 

(ｲ) (ｱ)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映さ 

せるものとする。 

(ｳ) (ｱ)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。 

(ｴ) (ｱ)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならない 

ものとする。 

７ 入門手続等について 

(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において 

指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が 

必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立 

入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うものとする。 

(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事 

監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提 

出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。 

また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者（現場代理人等）が記載漏れ 

や本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行さ 

れる際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等に 

よる申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担 

当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人 

確認及び手交に立ち会うこととする。 

なお、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を 

実効性をもって法的に保障されない国又は地域の国籍その他これに類するものを 

有する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されてい 

る国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者は、工事等に従事する者 

として認めない。 

第２ 特記事項 

１ 工期の厳守について 

本工事の施工に当たって、工期は契約書及び仕様書のとおりであるので、業者相 

互の連絡調整等を密にし、工事が遅延することがないよう努めること。 

２ 本工事の施工期間、施工時間及び施工方法等は、次のとおりとする。 

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

３ 本工事の実施に必要な関係機関等との協議が必要な場合は、別途協議するものと 

する。 

４ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、以下の期間において工事現場へ 

の専任を要しないものとする。 

(1) 本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間 



(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事 

が全面的に一時中止している期間 

(3) 橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみ 

が行われている期間 

(4) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除 

く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 

(5) 工事の進捗等の状況により、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないこと 

が認められると判断する期間 

５ 用地の取得条件、使用条件等は、別途示す。 

６ 本工事の実施に当たっては、次の公害対策及び安全対策を取るものとする。 

(1) 低騒音型、低振動型建設機械として指定された建設機械を使用するものとす 

る。 

(2) 必要に応じ、ほこり等を防止するため適宜散水するものとする。 

(3) 必要に応じ、交通誘導警備員、警備員、ガードマンボックスを配置するものと 

する。なお、安全には十分注意するものとする。 

(4) 必要に応じ、安全施設として視線誘導標識、安全灯を設置するものとする。 

(5) 墜落制止用器具の着用は、平成３１年厚生労働省告示第１１号による墜落制止 

用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤ 

ード等）とする。 

７ 本工事の施工に伴う騒音、振動、地下水の変動等により工事施工場所周辺の家屋 

等に影響を及ぼすおそれがある場合は、事前、事後の調査を行い、その結果を提出 

するものとする。 

８ 本工事の実施に当たっての搬入・搬出路は、現場で示すとおりとし、他の経路は 

使用してはならない。なお、使用した道路の舗装等の補修が必要となった場合は、 

別途協議するものとする。 

９ 本工事で発生する残土は、別途調整のうえ運搬し捨土するものとする。 

10 本工事から発生する廃棄物は、受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場 

に運搬、処分するものとする。なお、処分に先立ち、受入条件等を確認し、工事監 

督官に報告するものとする。 

11 既存施設の撤去により生じた発生材は、監督官が示す場所まで運搬し、令和８年 

３月３１日までに引き渡すものとする。 

12 既存施設の撤去により生じる物品等は本工事において使用するものとする。な 

お、使用に当たっては、品質等の確認をするものとする。 

13 本工事の施工にあたり使用する電気、上下水道等は、当該施設の管理者の承諾を 

得て、既存施設から分岐して使用することができる。 

なお、使用単価・方法・支払要領等は、監督官に確認すること。 

14 本工事の施工に当たっては、建設労働者等の出入門は監督官との調整等により行 

うものとする。 

15 防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則 

に従うものとする。なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議するものとす 

る。 

16 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の 



手続は、受注者が行う。 

ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請 

はこの限りではない。 

17 監督官事務所の設置場所、設置面積、設置期間等は、調整によるものとする。な 

お、監督官事務所の水道光熱費（使用料、設置費）等は、受注者の負担とする。 

18 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。 

(1)  建設産業における生産システムの合理化指針の遵守 

(2)  建設工事に係る法令の遵守 

(3)  労働福祉の改善 

(4)  ダンプトラック等による過積載等の防止 

(5)  廃棄物の不法投棄の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 紙 

（元号）  年  月  日 

分任契約担当官 

陸上自衛隊宮古島駐屯地 

第４４４会計隊長 藤 澤 竹 広  殿 

 

 

所 在 地 

名   称 

代表者名         （押印不用） 

 

 

通 知 書 
下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認

める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 

 

記 

 

工事名：                                    

 

□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

(建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号) 

発生するおそれのある事象※：(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例)報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※ 天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責め 

に帰することができないものを記載 

 

 

□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

(建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号) 

発生するおそれのある事象※：(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足 

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例)報道等の URL を記載又はファイルを別添 

※ 天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責め 

に帰することができないものを記載 

以上 

その他連絡事項（空欄可） （自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等） 

 

 

 



（注）１．本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する 

事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事 

象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 

 

２．本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約 

の相手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。 

 

３.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予 

定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者 

発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観 

性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の 

口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれ 

ることに留意すること。) 

 

４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法 

第２０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から 

発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事 

の請負契約の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を 

行うものであることに留意すること。 

 

５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に 

基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出 

ることができる。 


